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議事（２） 景観重要建造物の指定について
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本市の景観施策の概要について
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本市の景観施策の概要

新潟市景観計画

新潟市景観条例

① 景観法

新潟市屋外広告物条例

② 屋外広告物法

新潟市景観アドバイザー制度、ほか

③ 法に基づかない独自の制度
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本市の景観施策の概要（景観法）

■事業者の建設行為等に対する指導
景観計画区域内における一定規模以上の建設行為等の届出を義務化
景観形成基準への適合指導を行う。
特別区域における全ての届出に対して景観アドバイザーの意見を伺い指導を行う。

■景観重要建造物の指定 （３件）
地域の景観形成上重要な建造物を，所有者の意見を聴いて指定する。

新潟市景観計画・新潟市景観条例
景観計画区域内において，良好な景観形成に向けた方針と景観形成基準を策定

■一般区域・・・特別区域以外の市全域

■特別区域 （市内で４区域）
地域特性に応じた方針と景観形成基準を策定する区域

景観形成推進組織助成
景観形成推進組織の初動期における研究活動，広報・普及活動等に対して助成
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本市の景観施策の概要（屋外広告物法）

■屋外広告物掲出の許可制度
広告物の掲出について許可手続きを規定

■屋外広告物の規格基準
広告物の種別ごとに大きさ，位置，個数等の規格を規定
景観計画特別区域については別途定めることが可能

■屋外広告物の景観事前協議制度
一定規模等の広告物については，景観アドバイザーの意見を伺いながら協議を行う。

■地域に応じた規格等の設定
広告物活用地区，屋外広告物協定地区

新潟市屋外広告物条例
良好な景観、風致、安全の観点より屋外広告物の掲出について規定

■禁止区域
広告物を掲出できないエリア

■許可区域

許可を受けた上で広告物を掲出で
きるエリア
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本市の景観施策（市独自の制度）

新潟市景観アドバイザー制度
良好な景観形成にむけて下記の事項等に対して，建築，色彩，
造園，屋外広告物の有識者よりアドバイスを行う。

■景観計画区域内の行為の届出に対するアドバイス

■屋外広告物の事前協議におけるアドバイス，など
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景観重要建造物とは
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景観重要建造物とは

良好な景観が形成されている地域では，その地域のシ

ンボルとなる建造物が存在している場合があり，この建

造物が除却（解体）されてしまうと，良好な景観が損なわ

れる恐れがあり，この問題に対応するために創設された

制度。

制度制定の背景

・相続税の適正評価（評価額の３割を控除）

支援制度
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景観重要建造物とは

市長は、景観計画に定められた景観重要建造物の指

定の方針（次条第三項において「指定方針」という。）に

即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建

造物（これと一体となって良好な景観を形成している土

地その他の物件を含む。以下この節において同じ。）で

国土交通省令で定める基準に該当するものを、景観重

要建造物として指定することができる。

景観法 第19条
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景観重要建造物とは

令和元年度末時点で、全国で659件が指定されており，

新潟市内では平成28年に下記３件を指定しています。

指定の状況

行形亭 表門・塀 行形亭 土蔵
北方文化博物館

新潟分館 土蔵
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景観重要建造物とは

景観重要建造物の優れた外観を保全するため，市長

の許可を受けなければ，増築，改築，移転若しくは除却，

外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩

の変更をすることはできない。ただし，通常の管理行為

等や緊急時において必要な措置として行う行為について

は，許可を受けることは不要となる。

現状変更の規制（景観法 第22条）
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景観重要建造物とは

許可を受けずに現状変更をした場合や付された条件に

違反した場合，市長は，景観重要建造物の優れた外観

を保全するために必要な限度において，原状回復又は

これに代わるべき必要な措置を命ずることができる。

過失が無くて原状回復等を命ずべき者を確知できない

場合，市長は，行政代執行を行うことができる。

現状回復命令 （景観法 第23条）
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景観重要建造物とは

景観重要建造物の所有者又管理者は，景観重要建造

物の良好な外観が保全されるよう，適切に管理しなけれ

ばなりません。

市は，条例で，必要な管理の方法の基準を定めること

ができます。

管理義務 （景観法 第25条）
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景観重要建造物とは

景観重要建造物の管理が適当でないため当該景観重

要建造物が滅失し，若しくは毀損するおそれがあると認

めるとき，又は条例で定められた管理の方法の基準に

従って管理が適切に行われていないと認められるときは，

市長は，当該景観重要建造物の所有者又は管理者に

対して，管理の方法の改善その他管理に関して必要な

措置を命じ，又は勧告することができます。

管理に関する命令又は勧告 （景観法 第26条）
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景観重要建造物の指定方針と指定基準
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指定方針と指定基準

・道路やその他の公共の場所から容易に望見す

ることができ、市民に親しまれ地域の景観形成

上重要と認められる建造物を所有者と協議して

指定する。

・外観が歴史的又は文化的或いはシンボル的な

特徴を有する建造物

新潟市景観計画に定めた指定の方針
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・地域の自然、歴史、文化等から見て、建造物の

外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内

の良好な景観の形成に重要なものであること。

・道路その他の公共の場所から公衆によって容

易に望見されるものであること。

国土交通省令で定める基準

指定方針と指定基準
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指定の優先度について
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指定の優先度について

景観重要建造物に指定する目的は，優れた外観を保

全することです。

近年に建設された建物などは，修繕等はあっても解体

撤去は当分の間は無いものと考えらます。それに比べ

歴史的建造物（昭和２５年以前の建築）は，老朽化や後

継者の不在による解体撤去があり得ることから，景観重

要建造物の指定を優先させるべきであると考えます。

観点１：優れた外観を保全
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指定の優先度について

優れた外観を保全するためには，所有者の「保存」と

いう意思が重要であり，その観点から考えると、例えば

登録有形文化財建造物は，景観重要建造物の目的と

同様に建造物の維持を目的に，所有者が登録を希望し，

申請するものである。歴史的建造物の中でも，登録有形

文化財など，保存の意思が示されているものの指定を

優先させるべきであると考えます。

観点２：所有者の意思

20



指定の優先度について

建造物単体の保存で終わらせるのではなく，その建造

物を活かしたより質の高いまちなみや景観の形成，地

域のまちづくりへの貢献を促していくことが重要である。

観点３：景観を活かしたまちづくりへの貢献

湊町新潟を象徴する伝統的な景観を有する地域に

存在する建造物について、優先的に指定の協議を行う
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５．指定案について
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上大川前通り

旧小澤家住宅
（市指定文化財）

指定の候補について

旧片桐家住宅
（登録有形文化財に答申）

景観計画特別区域

旧小澤家住宅周辺地区：青線

北
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指定の候補について

旧片桐家住宅（全景）
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指定の範囲について

旧片桐家住宅（航空写真）

土蔵
主屋

黄点線・・敷地範囲 赤点線・・景観重要建造物指定範囲（案）
青 色・・登録有形文化財（答申）の範囲 25

北



指定の範囲について

旧片桐家住宅（南側立面写真）

赤点線・・景観重要建造物指定範囲（案）
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指定の範囲について

旧片桐家住宅（南側立面写真）

赤点線・・景観重要建造物指定範囲（案）
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指定の範囲について

旧片桐家住宅（東側立面写真）

赤点線・・景観重要建造物指定範囲（案）
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指定の範囲について

旧片桐家住宅（東側立面写真）

※塀は指定しない
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指定に向けた今後の流れ

30



景観審議会

所有者等と協議

指定・公告

指定候補建造物の所有者と指定
範囲等について協議を行います。

協議後、条例に基づき景観審議
会に意見を聴きます。（諮問）

景観重要建造物を指定し、
条例に基づき公告します。

景観重要建造物指定の今後の流れ

31



議事３ 新潟都心の良好な景観形成について
①柾谷小路地区について
②信濃川沿岸地区について 1



取り組みの背景

2



（H30） 新潟都心の都市デザイン

拠点性の向上に向け都心を５つのゾーンに分け、まちづくりの方向性を明示
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新潟駅～古町におけるまちづくりの取組み

取組みの呼称を （にいがた２ｋｍ）とネーミング
4



エリア毎の将来ビジョンを策定

「新潟都心の都市デザイン」を踏まえて策定

（Ｈ３１）万代島地区将来ビジョン （Ｒ２）古町地区将来ビジョン

※今後，新潟駅・万代地区周辺において作成に取り組む見込み
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中枢的な
業務・

商業機能が集積

都市デザインを踏まえた景観分野での取り組み

新潟駅

水辺ゾーン

都心軸

旧市街・開花ゾーン

副軸
（花園ゾーン）

副軸
（弁天ゾーン）

日本海拠点都市の風格を感じる景観形成

開放感や萬代橋を活かした景観形成

みなとまち新潟の
歴史・文化的な街並みの保全

開放的な賑わいを感じる

何かが作りだされる
雰囲気を感じる

※新潟都心の都市デザインより 6



本市の景観規制の現状 （建築物・工作物・屋外広告）

都心に特化した
景観基準 ナシ

６都市

屋外広告物条例に
基づく規制

13都市

①二葉町1丁目
1区地区

③旧齋藤家別邸
周辺地区

②信濃川本川大橋
下流沿岸地区

④旧小澤家住宅
周辺地区

①～④の特別区域を除く市内全域は同一の基準
（都心と郊外は同じ景観規制：一般区域）

※広告規制は③・④を除き全市で同一基準（その他，広告物活用地区・広告物協定地区がある）

H21～景観規制の
見直しの議論あり
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中枢的な
業務・

商業機能が集積

検討を進めるエリア

都心軸

①再開発等が進む「柾谷小路地区」
②これまで継続して議論してきた「信濃川沿岸地区」の検討をまず進める

新潟駅

水辺ゾーン

柾谷小路地区

信濃川沿岸地区
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（３）① 柾谷小路地区について

9



柾谷小路の目標像 （古町地区将来ビジョンより）

令和２年３月策定「古町地区将来ビジョン」
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緑を多く
感じる

夜も明るく
賑わいを
感じる

ボリューム
のある
現代的な
建物の集積

オープン
スペースな
どゆとりを
感じる

洗練された
デザイン

柾谷小路の目標像 （古町地区将来ビジョンより）
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柾谷小路の景観形成の方針案

【景観基準の方向性】
敷地の集約化や中高層の建物を誘導

柾谷小路のイメージ図 （古町地区将来ビジョンより）

小規模な敷地は共同化するなど，土地の高度利用を図り，
高容積かつ中高層の建築物が集積した景観づくりを進める。
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柾谷小路の景観形成の方針案

【景観基準の方向性】
オープンスペースの創出や照明・屋外広告物による演出

柾谷小路のイメージ図 （古町地区将来ビジョンより）

低層部はオープンスペースの創出や照明，屋外広告物による演出な
どにより，賑わいづくりに貢献する景観づくりを進める。
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柾谷小路の景観形成の方針案

【景観基準の方向性】
鮮やかさを抑えた色彩，質の高い外壁仕上・広告表示内容

低層部以外の部分は経年しても陳腐化しない質の高いデザイン
などにより，新潟都心としての風格を感じる景観づくりを進める。

柾谷小路のイメージ図 （古町地区将来ビジョンより） 14



柾谷小路の景観形成の方針案

【景観基準の方向性】
壁面等や空地を活用した緑化の推進

緑化により，うるおいとやすらぎを感じる景観づくりを進める。

柾谷小路のイメージ図 （古町地区将来ビジョンより） 15



（３）② 信濃川沿岸地区について
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信濃川沿岸の現在の景観形成基準

新潟市景観計画（平成19年4月制定）-抜粋-

【地区名】
信濃川本川大橋下流沿岸地区

【地区の概況】
本市を代表する景観のひとつとして、将来にわたって市民共通の資産として、景観形成

を図るべき地区。（面積 約133.7ha）

【特別区域の方針】
（ア） 萬代橋を活かした景観づくりを進める。
（イ） 水上や対岸から見て、開放感のある景観づくりを進める。

【景観形成基準】
一般区域の景観形成基準に、次の景観形成基準を加える。

対象事項 景観形成基準(行為制限)

建
築
物

配 置

●信濃川沿いの道路に接する部分については，セットバックなどにより，歩行
者等に圧迫感を与えないよう努めること。
●対岸からの眺望景観に配慮し，道路･隣地間の距離を確保して背後の街並みが
見えるよう努めること。

意 匠
●対岸からの眺望景観に配慮し，長大な壁面は避け，開放感と広がりのある景
観となるよう努めること。

高 さ ●スカイラインの連続性を保つため，高さを５０メートル以下とすること。 17



信濃川沿岸の景観形成の経緯

①Ｈ15年～：周辺から突出する高さの建築物の計画
➡ 高さ制限の数値根拠のない行政指導では限界が生じてきた

②Ｈ18年：信濃川沿岸地区において景観ガイドラインを公表
➡ 建築物は「高さ50ｍ以下」と規定

③Ｈ19年：景観計画の策定（信濃川沿岸地区は特別区域に移行）
➡ 高さ制限の基準を景観計画に移行

景観計画策定までの経緯

18



信濃川沿岸の景観形成の経緯

「長大な壁を避ける」（努力規定）があるものの
川に対して横幅が長い建物が建築される

景観計画策定後の経緯
（より質の高い景観を誘導するための議論）
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信濃川沿岸の景観形成の論点

特別区域の方針である、
● 萬代橋を活かした景観づくりを進める。
● 水上や対岸から見て、開放感のある景観づくりを進める。

を景観計画による景観形成基準（行為制限）により実現させるた
めには、以下の５つの論点を検討する必要があるのではないか。

論点①「対象エリア」
論点②「建築物の高さ」
論点③「建築物の配置及び形態」
論点④「建築物の色彩」
論点⑤「屋外広告物」

20



景観形成の論点①

論点①「対象エリア」

 新潟市景観計画において、信濃
川沿いの道路等から100mの範囲
の区域を「信濃川本川大橋下流
沿岸地区」として特別区域に設
定している（平成19年4月～）

「信濃川本川大橋下流沿岸地区」
現状現状

 萬代橋を活かした景観づくりを進め
るにあたり、エリアを区切って景観
ルールを設ける必要はないか

① 現状通り
・ エリア全体を一律の基準とする

② 萬代橋周辺を別基準
・ エリアを分割し、萬代橋周辺（八千代
橋～柳都大橋）の基準を別に設定する

過去の主な議論過去の主な議論検討の視点検討の視点

21



景観形成の論点②

論点②「建築物の高さ」

現状現状

検討の視点検討の視点

 新潟市景観計画において、「建築物の
高さを50メートル以下とすること」と
規定 ※義務規定

 現在、一律高さ50m制限を義務規定と
しているが、この制限で良好な景観
を誘導できているか

 よりよい景観を誘導していくため、
高さ基準を見直す必要はないか

① 現状通り
・ 高さ50m以下の義務規定を維持する

② 一定の条件で高さ制限を緩和
・ 建物高さは原則30ｍ又は50m
・ 条件として建物配置・意匠、緑化など

信濃川左岸

過去の主な議論過去の主な議論

50m
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景観形成の論点③

論点③「建築物の配置及び形態」

現状現状

検討の視点検討の視点

 現在、道路・隣地間の距離確保や長
大な壁面を避けることを努力規定と
しているが、ルールが順守されてい
ないのではないか

 義務規定化すべきものはないか

① 現状通り
・ 努力規定を維持する

② 空地や緑化を義務規定化
・ 高さ制限緩和の条件とする

 新潟市景観計画において、セットバック、
長大な壁面を避けるよう努めることなど
を規定 ※努力規定

過去の主な議論過去の主な議論
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景観形成の論点④

論点④「建築物の色彩」

現状現状

検討の視点検討の視点

 一般区域の規定が適用されている。
（特別区域としての基準を設定していない）

【外観の基調色に関する基準】

明度 彩度

義務規定 - ６以下

努力規定 ４以上 ４以下又は２以下※

※色相がＲ、ＹＲ、Ｙの場合は、彩度４以下。
色相がＧＹ、Ｇ、ＢＧ、Ｂ、ＰＢ、Ｐ、ＰＲの場合は、彩度２以下。

 現在、色彩については特別区域の
ルールを設けていないが、一般区域
より踏み込んだ基準は必要ないか

① 現状通り
・ 一般区域の基準を適用する

② 色彩の基準を設定（変更する）
・ 信濃川沿岸の良好な景観形成に即した

色彩基準を新たに設定する

の場合の例

過去の主な議論過去の主な議論
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景観形成の論点⑤

論点⑤「屋外広告物」

現状現状

検討の視点検討の視点

 大規模な屋上広告や壁面広告は、信濃
川の開放感に悪影響を与えていないか

 信濃川右岸協定を参考に、他の区域に
おいても一定の基準を設けられないか

① 現状通り
・ 一般区域の基準を適用する

② 新たに広告物の基準を設定
・ 信濃川沿岸の良好な景観形成に即した

広告物の基準を新たに設定する

 特別な基準を設定
しておらず、一般
区域の規定が適用
されている。

 万代２の一部で協
定により独自基準
を運用している。

許可地域
（通常の地域）

信濃川右岸地区

屋上広告 設置できる 設置できない

壁面広告

高さ
地上からの高さ
15m以下

地上からの高さ
10m以下

表示
面積

設置する壁面の
面積の1/4以内

総表示面積
10㎡以内

その
他

-
自家用広告物等

に限る

信濃川右岸地区協定
（万代２）

過去の主な議論過去の主な議論
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河川空間のバランス

00

●国土交通省「河川景観ガイドライン」（抜粋）

a. 4.0＜Ｄ／Ｈになると広がり感が卓越し開放的な印象
b. 2.0＜Ｄ／Ｈ＜3.5あたりで適度なバランス感
c. D／Ｈ＜1.5あたりで谷間のような印象

 萬代橋周辺の信濃川対岸建物間隔
＝約300mで計算すると

建物の高さ 空間のバランス感

高さ 75m以下 広がり感が卓越し開放的な印象

高さ 85～150m 適度なバランス感

高さ 200m以上 谷間のような印象

【河川空間のバランス感】
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より質の高い信濃川沿岸の景観形成

①敷地内に一定の空地及び緑地を設ける

道路

建物 建物

建築物の配置（空地・緑化）基準の方向性

現状の姿 誘導する姿

イメージ図
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②信濃川対岸から見て背後の風景を見せる
（川に対して横幅が長い建物を避ける）
③建物外壁の色彩は開放感を感じる色彩

建築物の形態・色彩基準の方向性

誘導する姿現状の姿

より質の高い信濃川沿岸の景観形成

イメージ図
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④やすらぎ堤等から見える屋外広告物を一部制限

屋外広告物の基準の方向性

セール

開催中

〇ビル

〇ビル

○△バーガー
○△バーガー

〇ビル

誘導する姿現状の姿

より質の高い信濃川沿岸の景観形成

イメージ図
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⑤ 高さは原則５０ｍ以下とする。
ただし，①〜④で掲げた現在よりも「厳しい景観基準」を
全て満たした建築物については「高さ制限を緩和」するこ
とで，より質の高い景観を誘導

⑥信濃川沿岸地区全域を対象として①～⑤を適用

建築物の高さ基準とエリアの方向性

より質の高い信濃川沿岸の景観形成

※高さ規制前に建てられた５０ｍ超の建築物（朱鷺メッセなど）の建替えで，
色彩・屋外広告物の基準を満たしたものは，同じ高さで建替え可能とする。

建物の高さ
（現在：高さ 50m以下）

やすらぎ堤の開放感
（現在：一部において⾧大な壁面ができる）

（案１）高さ 75m以下 広がり感が卓越し開放的な印象

（案２）高さ 85～150m 適度なバランス感

（案３）高さ 200m以上 谷間のような印象

表：①～④の景観基準を満たした場合の建築物の高さの案
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パブリックコメント ・・広く市民から意見を募集

・・景観計画の改正案について
意見聴取

・・景観計画の改正案について
諮問，答申

・・必要となる手続きを
景観条例等に追加（必要な場合）

都市計画審議会

景観審議会

市議会（景観条例等改正）

施行

（次回）景観審議会

都心の景観形成についての今後の流れ

・・景観計画の改正案について
意見聴取
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